
し支援をするのかが問われた事例であるといえよう。本判決は、障害者及び高齢者に対する虐待

防止法における一時保護措置の要件の解釈に関し、「生命又は身体に重大な危険が生じているおそ

れがある」場合には経済的虐待の防止を目的とするものは含まれないとした点が特徴的である。

しかし、上述において検討したように、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれとは、や

むを得ない事由による措置をとる 1 つの例示にすぎず、経済的虐待の防止を目的とする場合にお

いても一時保護措置が取られ得ると言うべきである。そのため、本判決の判断が今後の同種の裁

判例においてどのように影響されるのか裁判例の動向が注目されるといえよう。また、本判決は、

生活保護の要否の決定等の通知の場に、申請者等に対し長年にわたり身体的虐待及び経済的虐待

を加えている者をあえて同席させることを国家賠償法上違法であるとしており、このような判断

をした先例として特徴を有するものであり、今後の同種の事例に対して影響を及ぼすものと思わ

れる。 
ところで、本件では、高齢者に対する支援、障害者に対する支援とともに、虐待防止法及び生

活保護法とが複合的に問題となっている。社会保障制度は、従来、対象者別・機能別に整備され

てきたといえよう。しかしながら、対象者別・機能別に整備された公的支援について、昨今、様々

な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支

援を必要とするといった状況がみられ、対応が困難なケースが浮き彫りとなっていることがある

19。本件の事例は、まさにこうした複数分野の課題を抱え対応が困難であるケースであるといえよ

う。こうした困難なケースは必ずしも稀な事例であるというわけではなく、本件の事実関係のな

かでも触れられていた日常生活自立支援事業の利用者には、自らによる財産管理が難しい場合の

みならず身内などにより金銭を搾取されるといった経済的虐待の被害にあったことをうけて事業

の利用に至るケースもあり、さらには、日常生活自立支援事業の利用者の多くが生活保護受給者

である地域もある。そのため、本件のような高齢、障害、虐待、生活保護が同一の訴訟において

問題となるケースは今後も起こりうるものといえる。また、本件は長年にわたり家族内で虐待が

継続しており、市役所等の関係機関はその事実を把握しながらも虐待防止法による対応をしてこ

なかったことが認められる。さらに、本件では、いったんコアメンバー会議において虐待認定及

び入所措置が決定されたものの、福祉事務所内の会議において職員や家族の身の安全の確保を理

由として虐待認定及び入所措置を中止したとされている。その後の高齢者（障害者）虐待対応支

援会議を経て虐待認定がなされたものの、本件は行政による虐待対応の課題が明らかになった事

例であるともいえよう。 

 
19 厚生労働省「地域共生社会の実現に向けて」＜https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
0000184346.html＞（2023.10.1）。 
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